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新型コロナウイルス感染症の新たな感染発生に備えた 

障害児者への支援体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設等でのクラスター発生時等の応援職員の派遣 

（１）事業の概要 

障害者支援施設等において感染症が発生した場合、感染症が発生した施設では生活支援

員等も感染し、出勤が困難となり、施設における利用者への生活支援のためのサービス提

供に支障が生じる場合が想定されるため、施設等で感染症が発生した場合の応援職員の派

遣体制を構築します。 

 

（２）派遣体制の内容 

①協力施設の募集 

県と千葉県知的障害者福祉協会（以下「県知的協」と言う。）、千葉県身体障害者施設

協議会（以下「県身協」と言う。）の三者で協定を締結します。 

県知的協・県身協は、応援職員の派遣可能な加盟施設を募集し、応募のあった施設・事

業所を協力施設として事前登録を行います。 

 

②応援職員の派遣の仕組み 

ア 施設等で感染症が発生した場合、感染症発生施設を運営する法人は、施設内のサービ

ス提供の継続のために同一法人が運営する別施設等の生活支援員等を感染症発生施設

に派遣します。 

新型コロナウイルス感染症に係る障害児者への対応について、県では、施設等で  

クラスターが発生した場合の応援職員の派遣や、家族等の支援者が入院で不在と  

なり在宅での生活が困難となった場合の短期入所での受け入れ等、新たな感染発生に

備えた支援体制を構築することとしました。 

今後、県と千葉県知的障害者福祉協会及び千葉県身体障害者施設協議会との間で締

結した協定により、三者で連携して障害児者の新型コロナウイルスの感染に対応して

まいります。 
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イ これにより同一法人内の別施設等の職員が不足する場合、法人は県に対して応援職員

の派遣を要請します。 

ウ 県は、県知的協・県身協に応援職員の派遣依頼を行い、協力施設から応援職員を派遣

します。 

この場合、応援職員は感染症発生施設への直接の派遣では無く、感染症発生施設の同

一法人が運営する別施設等への派遣を原則とします。 

 

（３）費用負担 

応援職員の派遣に係る人件費等は、原則として感染症発生施設を運営する法人が負担し

ますが、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない かかりまし経費等について

は、交付要綱に基づき県が負担します。 

 

（４）応援職員派遣スキーム 
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２ 家族等の支援者が感染し入院で不在となった在宅の障害児者に対する対応 

（１）事業の概要 

家族等の支援者が新型コロナウイルスに感染して入院し、障害児者本人はＰＣＲ検査で

陰性だった際に、感染した家族に代わる支援者がいないことなどにより、障害児者が在宅で

の生活が困難である場合、短期入所の協力事業所での受入れを行います。 

 

（２）受入れの仕組み 

①協力事業所の募集 

県と県知的協、県身協の三者で協定を締結します。 

県知的協、県身協は濃厚接触者である障害児者を受け入れ可能な短期入所事業所（障害者

支援施設又は障害児入所施設で実施される短期入所事業を含む）を募集し、協力事業所とし

て事前登録を行います。 

県は、協力事業所を市町村及び児童相談所に周知します。 

 

②協力事業所での受入れ 

ア 家族等の支援者が入院し、障害児者が在宅での生活が困難であると判断された場合、保

健所は市町村又は児童相談所と連携し、協力事業所での短期入所の受入れについて調整し

ます。 

イ 市町村又は児童相談所は、利用調整状況を県に連絡し、県は万が一の感染防止に備える

ため、協力事業所に防護用具を提供するともに、必要に応じて医療従事者等を事業所に派

遣し、職員へ助言・指導を行います。 

 

 ③応援職員の派遣 

協力事業所が濃厚接触者である障害児者を短期入所で受け入れるにあたって、応援職員

の派遣が必要となる場合は「施設等でのクラスター発生時等の応援職員の派遣」のスキー

ムを準用して、応援職員派遣の協力施設から応援職員を派遣します。 

 

（３）費用負担 

協力事業所が濃厚接触者である障害児者を短期入所で受け入れるにあたって、通常の障害

福祉サービスの提供時では想定されない かかりまし経費等については、交付要綱に基づき

県において負担するとともに、防護用具の提供や医療従事者等の派遣に係る経費も負担しま

す。 

 

 



 

（４）受入スキーム 
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